
板橋区乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）実施施設における ICT 機器 

導入補助金交付要綱 

（令和８年３月３１日区長決定） 

（目的） 

第１条 この要綱は、こども誰でも通園制度を行う保育施設における空き状況の確認や予

約に係る手続等の ICT 化を推進するための経費を予算の範囲内において補助することを

もって、保育士の業務負担軽減を図るととともに利用者等の利便性の向上を図ることを

目的とする。 

(対象施設) 

第２条 補助金の交付対象施設は、板橋区（以下「区」という。）に所在する、こども誰で

も通園制度（乳児等通園支援事業）を実施する施設とする。 

（補助対象事業） 

第３条 前条に規定する対象施設に対し、こども誰でも通園制度実施施設における ICT 化

を推進するため、次に掲げる費用を補助対象とし、補助金の交付は１施設につき１回限り

とする。 

⑴ 空き枠の登録や入退室管理等を行うためのタブレット型端末及びインターネット環

境の整備に要した費用 

⑵ キャッシュレス決済等に係る ICT 機器の導入に要した費用 

 ２ 補助金の交付を受けようとする対象施設は、前項に掲げる整備又は導入に際して、次の

各号に掲げる点に十分留意しなければならない。 

⑴ 導入した ICT 機器の操作方法、活用方法についてシステム販売事業者等のサポート

体制が整備されているか確認すること。 

⑵ 園児等の個人情報の管理についてセキュリティ対策を十分に確保すること。 

⑶ 保育にあたっての業務効率化だけでなく、区等への申請・報告等に必要なデータ等を

管理し、これらについても業務負担の軽減を図ること。 

(対象経費) 

第４条 この要綱における ICT 機器導入の対象となる経費については次の表のとおりとす

る。 

対 象 内 対 象 外 

（ICT 機器導入のために必要な） 

購入費、リース料、保守料、工事費、通信

費及び備品等の購入費並びにその消費税 

（左欄に掲げる経費のほか） 

振込手数料及びクレジットカード利用料

等クレジット会社を介して支払う契約を

行う場合のクレジット会社に対する分割

払い手数料 

 【備考】 

⑴ クラウド型システムの場合、当該年度分の保守料と利用料金を対象経費とし、翌年度



以降分については当該年度に前払いしても対象経費とはしない。 

⑵ 当該システム導入に当たって、最低限必要となる備品等の購入等を含めても差し支え

ない。 

（補助金交付額） 

第５条 補助金の額は、補助基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方に４分の

３を乗じた額とする。ただし、１施設当たり２００,０００円を超えることはできない。 

２ 前項の規定により算定した額に１,０００円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨

てる。 

（提出書類） 

第６条 補助を受けようとする施設は、ICT 機器導入に係る次の書類を区長に提出しなけれ

ばならない。 

⑴ 見積書、請求書、導入する ICT 機器に搭載されている機能について詳細に確認できる

資料（仕様書、カタログ等） 

⑵ 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

２ 区長は、申請書類の提出があった場合は、内容を確認し、本事業の対象の可否を速やか

に対象施設に通知する。 

(交付申請及び決定) 

第７条 前条より本事業の対象とされた施設は、区長が定める期日までに、板橋区乳児等通

園支援事業（こども誰でも通園制度）実施施設における ICT 機器導入補助金交付申請書

（別記第１号様式）を区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、当該申請書の内容を確認し適正と認めた場合は板橋区乳児等通園支援事業（こ

ども誰でも通園制度）実施施設における ICT 機器導入補助金交付決定通知書（別記第２号

様式）により、不適当と認めた場合は板橋区乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）

実施施設における ICT 機器導入補助金不交付決定通知書（別記第３号様式）により対象施

設に通知する。 

（実績報告及び確定） 

第８条 区長から交付決定を受けた対象施設は、区長が定める期日までに、板橋区乳児等通

園支援事業（こども誰でも通園制度）実施施設における ICT 機器導入補助金実績報告書

（別記第４号様式）及び領収書（写）を区に提出しなければならない。 

２ 前項の報告書の提出を受けた区長は、導入された当該システムが板橋区乳児等通園支

援事業（こども誰でも通園制度）実施施設における ICT 機器導入補助金交付申請書（別記

第１号様式）提出時の内容と一致しているか否かについて確認を行い、適当と認めた場合

は板橋区乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）実施施設における ICT 機器導入補

助金交付確定通知書（別記第５号様式）により対象施設に通知する。 

（交付請求及び支払い） 

第９条 区長から交付確定通知を受けた対象施設は、板橋区乳児等通園支援事業（こども誰



でも通園制度）実施施設における ICT 機器導入補助金交付請求書（別記第６号様式）によ

り区長に請求し、補助金の交付を受けるものとする。この場合において、区長は、請求書

の受領後速やかに補助金を交付しなければならない。 

(交付決定の取消し) 

第１０条 区長は、補助金の交付を受けた保育施設等が次の各号のいずれかに該当すると

認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑵ 補助金を補助金交付の目的外に使用したとき。 

⑶ 補助金交付の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めたとき。 

(補助金の返還) 

第１１条 区長は、前条の規定により交付決定を取り消された保育施設等が既に補助金の

交付を受けている場合にあっては、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

この場合において、返還を命ずる額は次の各号に定めるところによる。 

 ⑴ 交付の決定を取消したとき 補助の対象となる事業の当該取消しに係る部分の額 

 ⑵ 第８条の規定により交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既

にその額を超える補助金が交付されているとき その超える部分 

（違約加算金及び延滞金） 

第１２条 交付決定を受けた保育施設等は、前条の規定により補助金の返還を命じられた

ときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の

額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額）

につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金（100円未満の場合を除く。）を納

付しなければならない。 

２ 交付決定を受けた保育施設等は、前条の規定により補助金の返還を命じられたにもか

かわらず、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日ま

での日数に応じ、その未納額につき年 10.95 パーセントの割合で計算した延滞金（100 円

未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

（違約加算金の計算） 

第１３条 前条第１項の規定により、交付決定を受けた保育施設等が納付した違約加算金

額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、当該返還を命じた補助金の額に充てるも

のとする。 

（延滞金の計算） 

第１４条 第１２条第２項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じ

た補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る

延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとす

る。 



（他の補助金等の一時停止等） 

第１５条 区長は、交付決定を受けた保育施設等に対し、補助金の返還を命じたにもかかわ

らず、当該補助金及び当該補助金に係る違約加算金又は延滞金の全部又は一部が納付さ

れない場合において、当該交付決定事業者に対して、同種の事務又は事業について交付す

べき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金

と未納付額とを相殺するものとする。 

（帳簿及び関係書類の整備保管） 

第１６条 補助金の交付を受けた保育施設等は、この補助金と補助事業に係る収入と支出

の関係を明らかにした書類を整備し、これを補助事業が完了した日の属する会計年度の

終了後５年間保管しなければならない。 

（消費税仕入控除税額の報告） 

第１７条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額報告書（別記第７号様式）により区長に報告しなければならない。た

だし、補助金の交付を受けた保育施設等の事業者が全国的に事業を展開する組織の支部、

支社、支所（以下「支社等」という。）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合

は、支社等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。なお、補助金に係る仕

入控除税額があることが確定した場合には、区に当該仕入控除税額を返納しなければな

らない。 

（委任） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は子ども家庭部長

が定める。 

付 則 

この要綱は、令和８年４月１日より施行する。 

 



 

 

別記第１号様式（第７条関係） 

  年  月  日 

 

板 橋 区 長 殿 

 

（申請者） 

事業者名 

所在地 

代表者職氏名         

                                （施設名               ） 

 

 

板橋区乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）実施施設における ICT機器導入補助金 

交付申請書 

 

 

板橋区乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）実施施設における ICT機器 

導入補助金交付要綱第７条の規定に基づき、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付申請額        金            円 

 

 

２ 添付書類 

 

（１）見積書、仕様書、カタログ等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記第２号様式（第７条関係） 

                                第    号 

                           平成  年   月  日 

 

 

          設置者 様 

 

                                                  板 橋 区 長 志 

村 豊 志 郎 

 

板板橋区乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）実施施設における ICT機器 

導入補助金交付決定通知書 

 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった標記補助金については、下記のとおり、交付決定したので通

知します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付決定額            金           円 

 

 

２ 補助条件  板橋区乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）実施施設における ICT

機器導入補助金交付要綱の各規定を遵守すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別記第３号様式（第７条関係） 

                                第    号 

                           平成  年   月  日 

 

 

          設置者 様 

                                  板 橋 区 長 

 

 

板橋区乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）実施施設における ICT機器導入 

補助金不交付決定通知書 

 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった標記補助金については、下記のとおり、不交付を決定

したので通知します。 

 

 

記 

 

不交付の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記第４号様式（第８条関係） 

年   月   日 

（宛先）板 橋 区 長 

（申請者） 

事業者名 

所在地 

代表者職氏名           

                       （施設名           ） 

 

 

板橋区乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）実施施設における ICT機器導入 

補助金実績報告書 

 

    年  月  日付け   第   号をもって交付決定のあった、板橋区乳児

等通園支援事業（こども誰でも通園制度）実施施設における ICT機器導入補助金交付に関す

る事業報告及び収支決算について、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１ 交付決定額   金          円  

 

２ 実績報告額   金          円                  

 

３ 添付書類 

 （１）システム導入による効果等の報告書 

 （２）領収書の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記第５号様式（第８条関係） 

 

                                文 書 番 号 

                                年  月  日 

 

  事業者名 

  代表者職氏名         様 

  （施設名             ） 

 

                                          

板橋区長 

 

 

板橋区乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）実施施設における ICT機器導入 

補助金交付額確定通知書 

 

板橋区乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）実施施設における ICT機器導入補助

金交付要綱第８条の規定に基づき、下記のとおり補助金の額を確定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付確定額      金              円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記第６号様式（第９条関係） 

 

 年   月   日 

 板 橋 区 長 殿 

 

（申請者）  

事業者名 

所在地 

代表者職氏名         

                          （施設名            ） 

 

 

板橋区乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）実施施設における ICT機器導入 

補助金請求書 

 

 

   年   月   日付け    第    号により交付決定を受けた板橋区 

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）実施施設における ICT機器導入補助金を下

記により交付されるよう請求します。 

 

 

記 

 

補助金額       金              円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記第７号様式（第１７条関係） 

  年  月  日 

 

板 橋 区 長 殿 

 

（申請者） 

事業者名 

所在地 

代表者職氏名         

                                （施設名           ） 

 

 

  消費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

 

     年  月  日付け     第    号により確定した板橋区乳児等通

園支援事業（こども誰でも通園制度）実施施設における ICT機器導入補助金交付要綱第１７

条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 

１ 補助金額 

金            円 

 

 

２ 消費税および地方消費税の申告により確定した消費税および地方消費税額に係る仕入控

除税額（要補助金返還額）             

金            円 

 

 

３ 添付書類 

（１）２の消費税および地方消費税額に係る仕入控除税額に係る確定申告の写し（確定申告後

に修正申告等を行った場合にはその修正申告の写し等） 

（２）２の消費税および地方消費税額に係る仕入控除税額の積算内訳など 
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